
足利市中小法人等事業継続支援金業務受託法人

公益財団法人 栃木県南地域地場産業振興センター
〒326-0822 足利市田中町３２－１１

足利市中小法人等事業継続支援金のご案内
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等

の影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者を対象とした支援金です。
必ず申請要領で詳細を確認した上でご申請ください。

☎0284-71-1141（受付時間 9:00～17:00／土日祝を除く）

申請期間

令和３年１１月５日（金）～令和４年２月２８日（月）※当日消印有効

交付要件(裏面参照)を満たす事業者（中小法人・個人事業者）で、令和３(2021)年
８月か９月のいずれかひと月の売上高が、令和元(2019)年又は令和２(2020)年の
売上高が高い方の同月と比較し、

１０％以上３０％未満減少している事業者

申請方法

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送でご提出ください。

【送付先】 〒３２６－０８２２ 足利市田中町３２－１１

栃木県南地域地場産業振興センター（地場産センター） 宛て

※封筒に「支援金申請書在中」とご記入ください。

対象者

交付額 ※対象月：令和３年８月か９月のうち、令和元年または令和２年の同月比で売上が１０％以上３０％未満減少した月

※基準月：令和元年または令和２年における対象月と同じ月のうち、売上高の高い方の月

裏面左下別表１の特定業種に該当する事業者には、
上記売上高減少額分に一律１０万円を上乗せして交付します。

【売上減少額分】 基準月の売上高－対象月の売上高

個人事業主上限５万円 中小法人上限１０万円

特定業種上乗せ分 一律１０万円

※申請は１事業者につき１回限り
※基準月の売上高は持続化給付金などの各給付金、補助金、助成金は除いた額で算出してください。

【交付対象外について】
●８月、９月ともに売上減少率が３０％以上の場合は対象外です。

売上減少率が５０％以上の月は国の「月次支援金」、
３０％以上５０％未満の月は「栃木県地域企業事業継続支援金」の申請をご検討ください。

●８月、９月ともに営業時間短縮・休業要請の対象となった飲食店等は対象外です。

※上記の他にも交付の対象とならない要件（不交付要件）があります。詳しくは、申請要領を
ご確認ください。



特例措置

交付要件

◆法人の場合は法人税、個人事業者の場合は所得税の納税地住所が足利市内であること
◆令和２年１月３１日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと
◆資本金の額又は出資の総額が１０億円未満であること
◆緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受けて、令和３(2021)年８月および９
月のいずれかの月の売上高が、前年又は前々年同月比で１０％以上３０％未満減少してい
ること
◆次の❶～❹のいずれかに該当するものであること

❶休業・時間短縮営業の要請に伴う協力金の支給対象である飲食店の
営業に関して直接又は間接の反復継続した取引がある事業者

❷主に対面で個人向けに商品又はサービスの提供を行う事業者
❸直接、❷に商品の販売又はサービスの提供を反復継続して行う事業者
❹販売・提供先を経由して、❷に商品の販売又はサービスの提供を反復継続して行う事業者

◆新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施して
いること
◆令和３(2021)年３月３１日以前に開業し、今後も事業を継続する意思があること

※次の全てに該当すること

申請要領Ｐ.４
「交付対象となり得る
事業者の具体例」も
参考にご覧ください

ホームページのご案内
本支援金につきましては、地場産センターホームページ内で詳しくご案内し
ています。申請書類もホームページからダウンロードしていただけます。

URL：http://www.watv.ne.jp/jibasan1/oshirase.html 

分類ｺｰﾄﾞ 業種名(日本標準産業分類細分類) 事例
4311
4321
4331

一般乗合旅客自動車運送業
一般乗用旅客自動車運送業
一般貸切旅客自動車運送業

乗合バス業
タクシー業など
貸切バス業

5222 酒類卸売業 酒類卸売業、酒問屋など
7511 旅館、ホテル シティホテル、ビジネスホテル、

駅前旅館、民宿(旅館、ホテルに該
当するもの)

7811

7841

普通洗濯業

一般公衆浴場

クリーニング業（コイン
ランドリー業は含まれない）
銭湯業

7911
7912
7999

旅行業
旅行業者代理業
他に分類されないその他の
生活関連サービス業のうち
運転代行業のみ

第１～３種旅行業
旅行業者代理業
運転代行業者

8011
8051
8052
8214

映画館
公園
遊園地
動物園、植物園、水族館

映画館
公園、庭園など
遊園地、遊園場
動物園、植物園、水族館

別表１ 特定業種一覧

事業継承や2019年以降に新規開業した方等の特例措置があります。詳細は、申請要領を
ご確認ください。


